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令和元年１２月１２日 

福 祉 部 長 寿 応 援 課 

 

使 用 料使 用 料使 用 料使 用 料 等 の 見 直 し等 の 見 直 し等 の 見 直 し等 の 見 直 し に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て     

 

１１１１     使 用 料 等 の 分 析 に つ い て使 用 料 等 の 分 析 に つ い て使 用 料 等 の 分 析 に つ い て使 用 料 等 の 分 析 に つ い て     

（ １ ） 検 証 結 果  

・ 将 来 の 改 修 、 改 築 等 に 多 額 の 経 費 が か か る こ と を 見 据

え 、平 成 ３ ０ 年 度 決 算 分 析 よ り 、「 統 一 的 な 基 準 」に よ

る 固 定 資 産 台 帳 を 活 用 し 、 維 持 管 理 コ ス ト へ 物 件 費 ・

人 件 費 に 加 え て 、 新 た に 「 減 価 償 却 費 」 を 算 入 。  

・ 維 持 管 理 コ ス ト と 最 大 徴 収 使 用 料 の 乖 離 は 引 き 続 き 拡

大 傾 向 に あ り 、 減 価 償 却 費 算 入 に よ り 更 な る 拡 大 。  

 

【 参 考 ： 乖 離 率 の 推 移 （ 平 成 28～ 30 年 度 ）】  施 設 系 統  28 決 算  29 決 算  30 決 算  ※ 現 状  減 価 償 却費 を 算 入し た 場 合  文 化 セ ン タ ー 系  1.14  1.24  1.33  1.83  ス ポ ー ツ 施 設 系  1.13  1.20  1.38  2.10  区 民 館 系  1.18  1.22  1.25  2.23  全 施 設  1.18  1.26  1.48  2.15  

 ※ 数 値 は 、 維 持 管 理 コ ス ト ／ 最 大 徴 収 使 用 料  

 

（ ２ ） 改 定 方 針 （ 令 和 ２ 年 １ ０ 月 よ り 適 用 ）  

・ 維 持 管 理 コ ス ト は 、 今 後 も 物 価 ・ 労 務 費 の 上 昇 な ど 、

引 き 続 き 増 加 し て い く こ と が 見 込 ま れ る 。区 と し て も 、

効 率 的 な 運 営 、 人 員 の 適 正 化 等 に よ る 一 層 の コ ス ト 削

減 に 努 め る 必 要 が あ る が 、 そ の 一 方 で 、 節 減 努 力 の み

で 現 状 の 乖 離 を 解 消 す る の は 限 界 が あ る 。  

・し か し な が ら 、従 来 の 、「 乖 離 の １ ／ ２ ず つ を 行 政（ コ

ス ト 縮 減 ） と 区 民 （ 使 用 料 ） で 負 担 」 と す る と 、 カ テ

ゴ リ ー ご と に 見 る と 大 き な バ ラ つ き が 生 じ 、 全 施 設 で

見 た 場 合 で も 、 使 用 料 等 を ５ ０ ％ 程 度 引 き 上 げ る 必 要
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が あ る 。  

・ 減 価 償 却 費 算 入 開 始 に よ る 使 用 料 等 の 激 変 緩 和 措 置 と

し て 、受 益 者 負 担 １ /２ の 更 に １ /２ を 公 費 負 担（ 公 費 ：

受 益 者 ＝ ３ ： １ ） と し 、 ま た 、 施 設 間 で の 改 定 バ ラ ン

ス を 鑑 み 、 全 施 設 で ２ ０ ％ の 引 き 上 げ を 実 施 す る 。  

 

（ ３ ） 今 後 の 課 題  

今 回 の 見 直 し で は 、 激 変 緩 和 措 置 と し て 、 公 費 ７ ５ ％ の

負 担 と し た が 、 次 回 の 見 直 し 検 討 時 に お い て は 、 改 め て 公

費 と 受 益 者 負 担 の 割 合 に つ い て 検 討 を 要 す る 。  

 

２２２２     文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 等文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 等文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 等文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 等 駐 車 場 の 障 害 者 へ の 利 用 減 免 に つ駐 車 場 の 障 害 者 へ の 利 用 減 免 に つ駐 車 場 の 障 害 者 へ の 利 用 減 免 に つ駐 車 場 の 障 害 者 へ の 利 用 減 免 に つ

い てい てい てい て （ 令 和（ 令 和（ 令 和（ 令 和 2222 年年年年 4444 月 よ り 適 用 ）月 よ り 適 用 ）月 よ り 適 用 ）月 よ り 適 用 ）     

現 在 、 文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 の 駐 車 場 に お け る 障 害 者 へ の

利 用 減 免 は 基 準 が 異 な っ て い る 状 態 に あ る 。 障 害 者 の ス ポ

ー ツ ・ 文 化 芸 術 分 野 へ の 参 画 を 推 進 す る た め 、 文 化 ・ ス ポ

ー ツ 施 設 等 に お け る 障 害 者 の 駐 車 場 利 用 は 全 額 免 除 で 統 一

す る 。  

 


